管理指導員認定証交付申請書東近江市立学校体育施設開放事業


[image: ]管理指導員講習会の動画を視聴の上、管理指導員の服務について以下の１０個の問いに○×でお答えください。（全問正解で認定証は交付されます）
講習会動画ＵＲＬ（http://　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※受講可能期間２月　日（　）から３月21日（金）まで


	
	設問
	回答欄（〇,×）

	問１
	学校開放事業で利用できる施設は、東近江市立の小中学校の体育施設で、学校が開放を許可している施設のみが対象である。
	[bookmark: _GoBack]

	問２
	屋内施設での照明料について、利用時間が1時間に満たない場合は、利用時間に応じた照明料となる。
	

	問３
	学校開放事業は、各地区又は各学校ごとに設置する「運営委員会」で利用手続きや事務処理を行い、運営をしている。
	

	問４
	学校体育施設利用当日の活動中は、必ずしも管理指導員の常駐は必要ではない。

	

	問５
	管理指導員は、利用開始前の施設状況を点検し、利用者の事故防止、安全管理
に努める。
	

	問６
	管理指導員は、学校体育施設使用上の遵守事項を徹底し、正常な利用ができる
よう指導する。
	

	問７
	管理指導員は、敷地内禁煙、火災予防、使用備品の後片付け、清掃及び戸締り
の点検に万全を期す。
	

	問８
	利用中に施設又は設備に損傷が生じた場合は、学校とスポーツ課に報告し、協議の上、応分の弁償が必要である。
	

	問９
	利用団体は、屋内施設の長期間にわたるラインテープ等の貼付や屋外施設の掘り起こし、釘の打ち付け、横断幕の常掲、ロープ及び器物の常設を行うことができる。
	

	問10
	管理指導員は、他の利用団体及び学校並びに地域との調和を図り、円滑な運営
ができるよう努力する。
	



管理指導員について十分理解しましたので申請します。

団体名

担当校　　　　 　　　　　　　　小／中 学校

氏名 （ふりがな）

住所　　〒


連絡先　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　※自筆でご記入下さい。
※認定証を発行しますので、楷書体で丁寧にご記入ください。
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